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（別添２） 
電子計算機を使用して作成する地方税関係帳簿書類の保存方法等の特例についての一部改正新旧対照表 

改正後 改正前 
第１ 適用要件 

 

10 保存義務者が開発したプログラムの意 

 義 

規則第25条第１項第３号        

                    

   に規定する、「保存義務者が開発し

たプログラム」とは、保存義務者が主体と

なってその責任において開発したプログラ

ムをいい、システム開発業者に委託して開

発したものも、これに含まれる場合がある

こと。 

 

11 備付けを要するシステム関係書類等の

範囲 

規則第25条第１項第３号イからニまで 

                   

          に掲げる書類は、そ

れぞれ次に掲げる書類をいうこと。 

なお、当該書類を書面以外の方法により

備え付けている場合であっても、その内容

を同条第１項第４号に規定する電磁的記録

の備付け及び保存をする場所      

                   

    （以下第１ 12において「保存場

所」という。）で、画面及び書面に、速や

かに出力することができることとしている

ときは、これを認めることができること。 

（１） 同項第３号イに掲げる書類 シス

テム全体の構成及び各システム間のデータ

の流れなど、電子計算機による地方税関係

帳簿の作成に係る処理過程を総括的に記載

した、例えば、システム基本設計書、シス

テム概要書、フロー図、システム変更履歴

書などの書類 

（２）～（４） 略 

 

12 電磁的記録の保存場所等に備え付ける

電子計算機及びプログラムの意義 

 規則第25条第１項第４号       

 に規定する「当該電磁的記録の電子計算

機処理の用に供することができる電子計算

第１ 適用要件 

 

10 保存義務者が開発したプログラムの意

義 

規則第25条第１項第３号（同条第２項及

び第５項第７号において準用する場合を含

む。）に規定する、「保存義務者が開発し

たプログラム」とは、保存義務者が主体と

なってその責任において開発したプログラ

ムをいい、システム開発業者に委託して開

発したものも、これに含まれる場合がある

こと。 

 

11 備付けを要するシステム関係書類等の

範囲 

規則第25条第１項第３号イからニまで

（同条第２項及び第５項第７号において準

用する場合を含む。）に掲げる書類は、そ

れぞれ次に掲げる書類をいうこと。 

なお、当該書類を書面以外の方法により

備え付けている場合であっても、その内容

を同条第１項第４号に規定する電磁的記録

の備付け及び保存をする場所並びに同条第

５項第６号に規定する電磁的記録の保存を

する場所（以下第１ 12において「保存場

所」という。）で、画面及び書面に、速や

かに出力することができることとしている

ときは、これを認めることができること。 

（１） 同号イ   に掲げる書類 シス

テム全体の構成及び各システム間のデータ

の流れなど、電子計算機による地方税関係

帳簿の作成に係る処理過程を総括的に記載

した、例えば、システム基本設計書、シス

テム概要書、フロー図、システム変更履歴

書などの書類 

（２）～（４） 略 

 

12 電磁的記録の保存場所等に備え付ける

電子計算機及びプログラムの意義 

規則第25条第１項第４号及び第５項第６

号に規定する「当該電磁的記録の電子計算

機処理の用に供することができる電子計算
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機、プログラム」とは、必ずしも法第750

条第１項     に規定する「電子計算

機及びプログラム」を指すものではない。 

（注） 規則第25条第１項第４号    

    の規定の適用に当たり、保

存場所に電磁的記録の保存等がされ

ていない場合であっても、例えば、

保存場所に備え付けられている電子

計算機と法第750条第１項に規定す

る地方税関係帳簿の作成に使用する

電子計算機とが通信回線で接続され

ているなどにより、保存場所におい

て電磁的記録をディスプレイの画面

及び書面に、整然とした形式及び明

瞭  な状態で、速やかに出力する

ことができるときは、当該電磁的記

録は保存場所に保存等がされている

ものとして取り扱う。 

 

14 検索機能の意義 

規則第25条第１項第５号       

                   

   に規定する「電磁的記録の記録事項

の検索をすることができる機能」とは、蓄

積された記録事項から設定した条件に該当

する記録事項を探し出すことができ、か

つ、検索により探し出された記録事項のみ

が、ディスプレイの画面及び書面に、整然

とした形式及び明瞭な状態で出力される機

能をいうこと。この場合、検索項目につい

て記録事項がない電磁的記録を検索できる

機能を含むこと。 

 

16 範囲を指定して条件を設定することの

意義 

規則第25条第１項第５号ロ      

                   

    に規定する「その範囲を指定して

条件を設定することができる」とは、課税

期間（地方税に関する法令の規定により地

方税の課税標準の計算の基礎となる期間を

いう。以下第２ １において同じ。）ごと

の地方税関係帳簿別に日付又は金額の任意

の範囲を指定して条件設定を行い検索がで

きることをいうこと。 

 

機、プログラム」とは、必ずしも法第750

条第１項又は第２項に規定する「電子計算

機及びプログラム」を指すものではない。 

（注） 規則第25条第１項第４号及び第５

項第６号の規定の適用に当たり、保

存場所に電磁的記録の保存等がされ

ていない場合であっても、例えば、

保存場所に備え付けられている電子

計算機と法第750条第１項に規定す

る地方税関係帳簿の作成に使用する

電子計算機とが通信回線で接続され

ているなどにより、保存場所におい

て電磁的記録をディスプレイの画面

及び書面に、整然とした形式及び明

りょうな状態で、速やかに出力する

ことができるときは、当該電磁的記

録は保存場所に保存等がされている

ものとして取り扱う。 

 

14 検索機能の意義 

規則第25条第１項第５号（同条第２項及

び第５項第７号において準用する場合を含

む。）に規定する「電磁的記録の記録事項

の検索をすることができる機能」とは、蓄

積された記録事項から設定した条件に該当

する記録事項を探し出すことができ、か

つ、検索により探し出された記録事項のみ

が、ディスプレイの画面及び書面に、整然

とした形式及び明瞭な状態で出力される機

能をいうこと。この場合、検索項目につい

て記録事項がない電磁的記録を検索できる

機能を含むこと。 

 

16 範囲を指定して条件を設定することの

意義 

規則第25条第１項第５号ロ（同条第２項

及び第５項第７号において準用する場合を

含む。）に規定する「その範囲を指定して

条件を設定することができる」とは、課税

期間（地方税に関する法令の規定により地

方税の課税標準の計算の基礎となる期間を

いう。以下第２ １において同じ。）ごと

の地方税関係帳簿別に日付又は金額の任意

の範囲を指定して条件設定を行い検索がで

きることをいうこと。 
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17 二以上の任意の記録項目の組合せの意

義 

規則第25条第１項第５号ハ      

                  に

規定する「二以上の任意の記録項目を組み

合わせて条件を設定することができるこ

と」とは、個々の地方税関係帳簿に係る電

磁的記録の記録事項を検索するに当たり、

当該地方税関係帳簿に係る主要な記録項目

から少なくとも二の記録項目を任意に選択

して、これを検索の条件とする場合に、い

ずれの二の記録項目の組合せによっても条

件を設定することができることをいうこ

と。 

 

第２ 申請手続等 

 

（法第753条（電磁的記録による保存等の

取消し）関係） 

 

 

 

８ 承認の取消しに係る都道府県間の通知 

等 

略 

 

（備考） 

以上における用語の意義は、それぞれ次の

通りであることに留意されたい。 

法：地方税法 

規則：地方税法施行規則 

                    

              

地方税関係帳簿：法第748条に規定する地

方税関係帳簿 

電磁的記録：法第748条に規定する電磁的

記録 

保存義務者：法の規定により地方税関係帳

簿の保存をしなければならないこととされ

ている者 

電子計算機出力マイクロフィルム：法第

749条第１項に規定する電子計算機出力マ

イクロフィルム 

プログラム：法第750条に規定するプログ

ラム 

電子計算機処理：規則第25条第１項第１号

17 二以上の任意の記録項目の組合せの意

義 

規則第25条第１項第５号ハ（同条第５項

第７号において準用する場合を含む。）に

規定する「二以上の任意の記録項目を組み

合わせて条件を設定することができるこ

と」とは、個々の地方税関係帳簿に係る電

磁的記録の記録事項を検索するに当たり、

当該地方税関係帳簿に係る主要な記録項目

から少なくとも二の記録項目を任意に選択

して、これを検索の条件とする場合に、い

ずれの二の記録項目の組合せによっても条

件を設定することができることをいうこ

と。 

 

第２ 申請手続等 

 

（法第753条（電磁的記録による保存等の

取消し）関係） 

８ スキャナ保存における承認の取消事由 

略 

 

９ 承認の取消しに係る都道府県間の通知

等 

略 

 

（備考） 

以上における用語の意義は、それぞれ次

の通りであることに留意されたい。 

法：地方税法 

規則：地方税法施行規則 

地方税関係帳簿書類：法第749条第３項に

規定する地方税関係帳簿書類 

地方税関係帳簿：法第748条に規定する地

方税関係帳簿 

電磁的記録：法第748条に規定する電磁的

記録 

保存義務者：法の規定により地方税関係帳

簿の保存をしなければならないこととされ

ている者 

電子計算機出力マイクロフィルム：法第

749条第１項に規定する電子計算機出力マ

イクロフィルム 

プログラム：法第750条に規定するプログ

ラム 

電子計算機処理：規則第25条第１項第１号
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に規定する電子計算機処理 

システム：規則第25条第１項に規定する電

子計算機処理システム 

に規定する電子計算機処理 

システム：規則第25条第１項に規定する電

子計算機処理システム 

 


